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≪琵琶峠地区≫ 

 

【Ａ】本質的価値を有する諸要素 

№ 要素（名称） 概     要 

1 街道（道路） 平成９～12年度整備実施。里道（法定外公共物）。 

2 石畳 平成９～12年度整備実施。 

3 八瀬沢一里塚 

琵琶峠一里塚とも呼ばれ、西側は日吉町字八瀬沢、南は大湫町八瀬沢に

所在します。東側は高さ約４ｍ、直径約 10ｍ、南塚は高さ約５ｍ、直

径約 11ｍです。平成９年度整備実施。 

4 
琵琶峠頂上の馬頭

観音 

琵琶峠の頂上に所在し、高さ約 66cmの花崗岩類製です。光背に宝暦 13

年（1763）の銘を有します。 

5 
琵琶峠の身代わり

観音 

琵琶峠東上り口に所在し、高さ約 100cmの花崗岩類製です。向かって右

側面に文化 11年（1814）銘、左側面に「左ざいみち」銘を有します 

また、その左（南）側に同型（花崗岩類製、高さ約 95cm）の馬頭観音が

あり、向かって右側面に天保 2年（1831）銘、左側面に「左ざいみち」

の銘を有します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.石畳① 1.街道 2.石畳② 

3.八瀬沢一里塚（東側） 3.八瀬沢一里塚（西側） 4.琵琶峠頂上の馬頭観音 

5.琵琶峠の身代わり観音（左） 5.琵琶峠の身代わり観音（右） 
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【Ｂ-１】歴史的価値を有する諸要素 

№ 要素（名称） 概     要 

1 矢穴石 

八瀬沢一里塚の東側に位置します。加工年代は不明ですが、石畳敷設

の際に石材を切り出した痕跡とみられます。また、一里塚西方の石畳

の中にも痕跡を有する石材があります。 

2 石碑（馬頭観世音） 
琵琶峠東上り口付近に所在し、高さ約 60cm の花崗岩類製です。明治

24 年（1891）の紀年銘を有します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｂ-２】保存・活用に資する諸要素 

№ 要素（名称） 概     要 

1 石碑（琵琶峠西上り口） 大湫町コミュニティ推進協議会所管、設置年不明。 

2 石碑（歌碑） 大湫町コミュニティ推進協議会所管、設置年不明。 

3 石碑（琵琶峠東上り口） 大湫町コミュニティ推進協議会所管、設置年不明。 

4 誘導サイン（歴史の道） スポーツ文化課所管、平成 18 年度設置。 

5 誘導サイン（東海自然歩道） 岐阜県環境企画課・瑞浪市商工課所管、設置年不明。 

6 禁煙看板（東海自然歩道） 岐阜県環境企画課・瑞浪市商工課所管、設置年不明。 

7 解説サイン（石製） 所管不明（平成３年、日本ナショナルトラスト設置）。 

8 案内サイン（石製） 所管不明（平成３年、日本ナショナルトラスト設置）。 

9 絵図サイン（石製） 所管不明（平成３年、日本ナショナルトラスト設置）。 

10 解説サイン（歴史の道） 瑞浪市スポーツ文化課所管、平成 18年度設置。 

11 標柱（歴史の道） 瑞浪市スポーツ文化課所管、平成 19年度設置。 

12 指定標柱（市指定史跡） 瑞浪市スポーツ文化課所管、設置年不明。 

13 散策サイン（瑞浪市） 瑞浪市スポーツ文化課所管、平成 11年頃設置。 

14 便益施設（テーブル・イス） 岐阜県環境企画課・瑞浪市商工課所管、設置年不明。 

15 誘導サイン（登山道入口） 大湫町コミュニティ推進協議会所管、令和元年度頃設置。 

16 解説サイン（県指定史跡） 瑞浪市スポーツ文化課所管、平成 13年度設置。 

17 サイン（観光協会） 瑞浪市観光協会所管、設置年不明。 

18 立入防止柵 
琵琶峠一里塚用の立入防止柵。瑞浪市スポーツ文化課所管、

平成９年度設置。 

 

 

 

2.石碑（馬頭観世音） 1.矢穴石 
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2.石碑（歌碑） 1.石碑（琵琶峠西上り口） 3.石碑（琵琶峠東上り口） 

5.誘導サイン（東海自然歩道） 4.誘導サイン（歴史の道） 6.禁煙看板（東海自然歩道） 

8.案内サイン（石製） 7.解説サイン（石製） 9.絵図サイン（石製） 

11.標柱（歴史の道） 10.解説サイン（歴史の道） 12.指定標柱（市指定史跡） 

14.便益施設（テーブル・イス） 13.散策サイン（瑞浪市） 15.誘導サイン（登山道入口） 
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【Ｂ-３】調整が必要な諸要素 

№ 要素（名称） 概     要 

1 用途不明工作物 所管不明、設置年不明。道路中のホースも付帯施設とみられる。 

2 工作物（塀） 個人設置とみられる塀（指定範囲に含まれる可能性あり）、設置年不明。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.サイン（観光協会） 16.解説サイン（県指定史跡） 18.立入防止柵 

1.用途不明工作物② 1.用途不明工作物① 
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